
業務委託契約書（研修生・育成プログラム用）

LBT INTERNATIONAL 株式会社（以下「甲」という。）と【 】（以下「乙」という。）

は、「貿易実務スタッフ育成プログラム」（以下「本プログラム」という。）に関して、次のと

おり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第 1条（目的・契約形態）

1. 本契約は、乙が本プログラムを通じて貿易実務を実践的に習得することを目的として、甲が

乙に対し育成に関する業務を委託し、乙がこれを受託するものである。

2. 本契約は雇用契約ではなく業務委託契約であり、甲乙間に雇用関係は成立しない。

第 2条（委託業務）

乙が受託する業務（以下「本業務」という。）は、次のとおりとする。

1. 貿易の基礎理解（流れ・用語・書類）

2. 実務 OJT（通関書類 IV/PL、B/L、A/N 等の処理演習）

3. 模擬案件（最初から最後まで）対応および改善提案

4. 進捗の共有、課題提出、連絡（報連相）

※本業務の進め方・課題・提出方法等は、甲の案内・指示に従う。

第 3条（期間）

1. 本契約の期間は【開始日】から起算して 2ヶ月とする。

2. 乙の習熟状況、出向先の受入状況、その他の事情により、甲乙の協議により、①本プログ

ラムのステップアップ（出向の前倒し）または ②研修期間の延長（最大 3ヶ月まで）を行

うことができる。

3. 前項の調整を行う場合、甲は乙に対し、内容（開始日・終了日、実施スケジュール等）を

事前に共有し、甲乙で合意のうえ定める。

第 4条（実施時間・頻度）

1. 本業務の実施時間は原則として 18:00〜21:00（夜間）とする。

2. 実施頻度は原則として週 2〜3 日（要相談）とし、土日祝の実施は乙の希望を踏まえ協議し

て定める。

3. 乙は遅刻・欠席・予定変更がある場合、できるだけ早く甲へ連絡する。

第 5条（実施場所）

1. 本業務は原則として、甲の研修室（〒273-0103 千葉県鎌ケ谷市丸山 2丁目）で実施する。

第 6条（報酬）



1. 甲は乙に対し、本業務の対価として月額 35,000 円を支払う（源泉徴収なし）。

2. 本プログラムは、原則として 1日 3時間、月あたり最低 8日（合計 24 時間）の実施を標準

とし、当該月に乙が 8日（24 時間）以上実施した場合、甲は乙に対し当該月の報酬とし

て 35,000 円（満額）を支払う。

3. 当該月の報酬の上限は 35,000 円とし、実施日数が 8日を超える場合でも報酬は増額しない。

4. 乙が自己成長のために追加実施を希望する場合、甲乙の合意により、8日を超えて研修を

実施できる（ただし前項のとおり報酬は増額しない）。

5. 月の途中開始・終了、または当該月の実施日数が 8日に満たない場合、当該月の報酬は次

のとおり日割りで計算する。

日割報酬＝4,375 円 × 実施日数（※1回＝3時間を 1日として数える）

6. 実施日・実施時間は、甲乙が事前に合意したスケジュールおよび実施記録（チャット・出

席連絡等）により確定する。

7. 乙は、本報酬が業務委託報酬であることを踏まえ、必要に応じて自己の責任で確定申告等

を行う。

第 7条（支払方法・支払日）

1. 乙は毎月末締めで請求書を提出する。

2. 請求書の提出期限及び提出方法は、翌月 3営業日までとし、メールでの提出とする。

3. 甲は、乙の請求書を受領した月の翌月末までに、乙の指定口座へ振込により支払う。

4. 振込手数料は甲の負担とする。

第 8条（交通費：実費精算）

1. 甲は乙に対し、研修室までの交通費を、合理的な経路・方法による実費として精算する。

2. 交通費の精算は、1日あたり上限 1,000 円とする。実費が上限未満の場合は実費相当額を

精算する。

3. ただし、甲が事前に承認した場合は、上限を超える交通費についても精算できる。

4. 乙は、毎月の請求時に交通費の明細（利用区間・金額・回数等）を提出する（IC 履歴・領

収書等、提出できる範囲で可）。

5. 交通費は報酬とは別枠の実費精算として取り扱い、乙の請求書には「業務委託報酬」と「

交通費（実費精算）」を区分して記載する。

（振込は合算でも差し支えないが、内訳は必ず区分して記載する。）

第 9条（秘密保持・情報管理）

1. 乙は、本業務に関連して知り得た甲、出向先、取引先等の非公開情報（契約条件・報酬を

含む）を第三者に漏えいしない。

2. 乙は、書類・データ等の持ち出しを行わず、甲の指示に従い適切に管理する。

3. 乙は、判断に迷うことや不安がある場合、必ず甲に相談する。

第 10 条（契約の終了）

1. 甲または乙は、相手方に対し 30日前までに連絡することで本契約を終了できる。

2. 乙が次のいずれかに該当し、甲が改善を求めたにもかかわらず合理的な期間内に改善が見



られない場合、甲は本契約を直ちに終了できる。

(1) 正当な理由のない遅刻・欠席が繰り返される場合

(2) 甲の指示（課題提出、報連相、情報管理等）に繰り返し従わない場合

(3) 研修の進行に支障が出る態度・言動が継続する場合（例：投げやりな対応、学習放棄

、著しい協調性欠如 等）

(4) 秘密保持・情報管理に反する行為があった場合

3. 本契約終了時、乙は甲から受領した資料・データ等を返却または削除し、提出物がある場

合は甲へ引き渡す。

第 11 条（その他）

本契約に定めのない事項や解釈に迷う点が生じた場合、甲乙は誠実に協議して解決する。

第 12 条（ステップアップ後の報酬目安）

1. 本プログラム完了後、乙の習熟状況や出向先の受入状況等により、乙は出向先にて「試用

期間（ハイブリッド型）」を経て、「フルタイム型」へステップアップする場合がある。

2. ステップアップ後の報酬は、あくまで目安として次の水準を想定する。

(1) 試用期間（ハイブリッド型）：月額 80,000 円〜120,000 円

(2) フルタイム型移行後：月額 240,000 円〜280,000 円（上限 320,000 円）

3. 前項の金額は、乙の能力・成果・勤務態度、出向先評価および契約条件等により増減・変

更されることがあり、甲が支払を保証するものではない。

4. 乙が本プログラムに主体的に取り組み研修を前進させた場合、ステップアップ（出向の前

倒し）に繋がる可能性がある。

本契約締結の証として、本書 2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各 1通を保有する。

署名欄

【締結日】 2026 年 月 日

甲：LBT INTERNATIONAL 株式会社

代表取締役 竹沢 一也 印

住所 : 千葉県鎌ヶ谷市丸山 2-7-32-19 号

TEL : 090-9391-6677

乙： 印

住所 :

TEL :


